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川の洗堰の上流約5kmの琵琶湖から流れ出る地点までをいいます。

◆一級河川

一級水系に係る河川で、国土交通大臣が指定した河川をいい
ます。

またこの指定された河川には、国土交通大臣が管理する指定
区間外区間（直轄管理区間：河川法第９条第１項）と都道府県知
事が管理する指定区間（河川法第９条第２項）とがあります。一
級河川は、一級水系のみに指定されるので、一級河川に指定され
ている水系に二級河川が指定されることはありません。

◆二級河川
一級水系に指定された以外の水系に係る河川で、地域的にみて
重要であると都道府県知事が指定した河川をいいます。二級河川
の指定に当たっては、一級河川の場合と異なり、水系の指定は行
われませんが、二級河川は、一級河川に指定された水系以外で指
定されるため、一級河川と二級河川が同じ水系で混在することは
ありません。
二級河川の管理は、都道府県知事が行います。

◆準用河川
一級河川又は二級河川に指定された以外の河川で、特別な河川
工事の必要性はないけれども、地域住民の生活に密着した河川と
して、管理上ある程度の規制を必要とするものについて、河川法
の一部を準用させて管理するため、市町村長が指定する河川をい
います。
準用河川の指定は、一級水系又は二級水系のいずれの河川にも
指定ができます。準用河川の管理は、市町村長が行います。

◆普通河川
公共の水流及び水面のうち、一級河川、二級河川又は準用河川
のどれにも指定されない河川を一般的に普通河川といいます。一
級河川等の上流や、流路延長の極めて短い小川等が該当します。
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◆固有種（こゆうしゅ）

固有種とは、ある特定の地域のみに生息分布が限定されている
生物種のことです。
淀川水系は、世界有数の古代湖である琵琶湖をふくむ長い歴史
のなかで、この水系独自の進化をとげた固有種む多様な生物の宝
庫です。琵琶湖には、ホンモロコ、ニゴロブナ、ゲンゴロウブナ、
ビワコオオナマズなどの魚やカワニナ類などの巻貝を中心に、約
60種の琵琶湖固有種が生息しています。
瀬田川・宇治川にはナカセコカワニナ、淀川にはイタセンパラ、
アユモドキなどの固有種が生息しています。
一方、近年、琵琶湖・淀川水系に生息している固有種などは、環
境の変化や外来種の増加などの影響により絶滅の危機に瀕してい
るなど深刻な問題となっています。

イタセンパラ アユモドキ

ダム、湖沼、貯水池など停滞水域の富栄養化によって異常繁殖
した植物性プランクトンなどから発生する臭気で、その種類と濃
度によって、土臭、墨汁臭、木臭にも感じられます。カビ臭の原
因となる物質は、一部の植物性プランクトンなどから出るジオス
ミン、ジメチルイソボルネオール（2-MIB）です。これらは極微
量（0.01μg/l）でも嗅覚で感知される物質で墨汁のような臭い
がします。

◆カビ臭
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◆アオコ･淡水赤潮

富栄養化に伴い起こる現象のひとつに水の華というのがあ
ります。
水の華は、植物プランクトンの異常増殖によって水の色が
変化する現象であり、水の色は増殖する植物プランクトンの
種類によって異なります。
アオコ及び淡水赤潮は、ともに水の華の一種ですが、わが
国ではアオコによる水質障害の事例が多く、しばしば水の華
とアオコが同義に扱われます。

アオコの原因となる植物プランクトンは、藍藻類であり、
水面が抹茶をまいたようになるのでこのように呼ばれます。
淡水赤潮の原因となる植物プランクトンは、植物性鞭毛虫
類で、水面が赤～褐色になるのでこのように呼ばれます。

滋賀県広報資料より

◆ＣＯＤ（化学的酸素要求量）

一般に、湖や海の汚れ具合を示すモノサシとしています。
水中の酸化され易い物質が酸化剤（過マンガン酸カリウム）に
よって化学的に酸化されるのに要する酸素量をいいます。ＣＯＤ
の値を増加させるのは主として水中の有機物ですが、無機物でも
酸化され易い物質はＣＯＤ 値を増加させます。
基準値に対して、１ 年のうち７５％以上の日数が環境基準を
満足するべきという考え方をすることから、環境基準値と対比す
る場合には、ＣＯＤ７５％値を代表値としています。
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◆全窒素（Ｔ－Ｎ）

水中に存在する窒素の総量という意味ですが、気体としての窒
素ガスとして溶存している窒素は含まれません。
富栄養化の指標として重要な項目です。富栄養化の指標として
は、全窒素（Ｔ－Ｎ）がよく使われます。富栄養湖と貧栄養湖の
境界は、0.15～0.20mg/L 程度とされています。窒素が低濃度の
場合、栄養塩類が少ないため、良好な水質を維持しますが、高濃
度の場合は、栄養塩類が増え藻類が大量に発生し、酸素を消費す
るため、水中の酸素が欠乏し魚類の酸欠等を引き起こします。

◆全リン（Ｔ－Ｐ）

水中のすべてのリン酸化合物を、強酸あるいは酸化剤によって
オルトリン酸態リンに分解して定量したものです。
富栄養化の指標として重要な項目です。富栄養化の目安として
は、全リン（Ｔ－Ｐ）で0.02mg/L程度とされています。リンが低
濃度の場合、栄養塩類が少ないため、良好な水質を維持しますが、
高濃度の場合は、栄養塩類が増え藻類が大量に発生し、酸素を消
費するため、水中の酸素が欠乏し魚類の酸欠等を引き起こします。
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◆環境基準

人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが
のぞましい基準であり、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、
騒音について定められています。政府は、公害の防止に関する施
策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、その基準が確保さ
れるように努めなければならないとされています。
（環境基本法第16条）

◆漸増傾向（ぜんぞうけいこう）

だんだんに増える傾向をいいます。
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◆外来種・在来種

人間の様々な活動に伴って、本来生息している分布範囲を越え
て持ち込まれた生き物を｢外来種｣と呼びます。これに対して、海
や陸地、山脈などによって分布を制限され、長い年月をかけて地
域の環境に適応し、進化してきた生物を｢在来種｣と呼びます。
長い進化の歴史をたどってきた在来種たちの世界へ外来種が突
然侵入すると、在来種との間にさまざまな新たな関係がつくりだ
され、外来種に対して身を守るすべを持たない在来種が危機に瀕
することがあります。
現在すでに、外来種によって様々な問題が発生しています。生
物の多様性保全のために、河川での外来種対策が必要とされてい
るのです。

●在来種への捕食・寄生

●生息・生育場所の占奪

●交雑による純系の喪失

●生態系の攪乱

●花粉症の原因

●漁業への影響

●治水機能の低下

●利水施設への影響

外来種の
侵入

生物多様性の低下

人間活動への影響

河川本来の自然の劣化

出典：河川に外来種が侵入すると・・・（外来種影響・対策研究会）

◆ヨシ原

ヨシ原とは、湖沼や河川などでヨシが群生しているところです。
ヨシは、イネ科の多年草植物で、湖沼や河川などの水際に生育
し、地中に扁平な長い根茎を走らせ大群落をつくります。
ヨシとアシは植物学的には同一で、アシは「悪し」につながる
ことから標準和名はヨシとされているそうです。
ヨシ原は、水辺の生物などにとって外的からの隠れ家や、餌場、
子育てをする環境と言った場です。また、ヨシの浄化作用として、
窒素やリンを吸収したヨシを刈り取ることにより、水中の栄養塩
を取り除くこともできます。
刈り取ったヨシの利用については、雅楽器の笙(しょう)、篳篥
の蘆舌（ひちりきのろぜつ）、よしず、すだれ、笠、屋根、よし
紙など広く利用されています。

ヨシ原（淀川）



-12-

◆浚渫（しゅんせつ）

河川・港湾等で水深を深くするため、水底の土砂あるいは岩石
を取り除くことをいいます。
主な目的は、河川、港湾では船舶航路を確保するために行われ
ます。水深を増す他、洪水を安全に流下するための断面積を大き
くするために行われます。

◆堰

農業用水・工業用水・水道用水などの水を川から取水する
ために、河川を横断して設置される施設です。堰のゲートを
操作することにより、取水するための河川水位の調節や洪水
時に洪水を流すための調節を行います。頭首工（とうしゅこ
う）や取水堰（しゅすいぜき）とも呼ばれます。堰を水門と
混同される場合がありますが、ゲートを閉めたときに堰は堤
防の役割を果しません。

一方水門は、高潮時に閉じて災害を防止したり、灌漑用水
を取り入れたり、不必要な水を排水したりすることを目的と
して、堤防などに設けられた施設です。

（淀川大堰）

（伝法水門）
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◆採餌（さいじ）

採餌とは、動物が食物や獲物を探す行動から食べる行動に至る
までの一連の行動のことです。

◆ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）

一般に、河川の水の汚れ具合を示すモノサシとしています。
水中のバクテリアが、水中にある有機物を酸化・分解するため
に消費する酸素量をいいます。通常２０ ℃で５ 日間培養したと
き、消費される量を示します。この値により水中の生物化学的分
解を受ける有機物の量を示し、また基準値に対して、１年のうち
７５％以上の日数が環境基準を満足するべきという考え方をする
ことから、環境基準値と対比する場合には、ＢＯＤ７５％値を代
表値としています。

（出典：京浜河川事務所ホームページ）
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◆維持流量・確保流量

舟運、漁業、観光、流水の清潔の保持、塩害の防止、河口の閉
塞の防止、河川管理施設の保護、地下水位の維持、景観、動植物
の生息地又は生育地の状況、人と河川との豊かな触れ合いの確保
等を総合的に考慮し維持すべきであるとして定められる流量のこ
とを維持流量といい、維持流量に既に水道水や農業用水等の取水
のために確保している流量を合計した流量のことを確保流量とい
います。

◆樋門

取水及び排水のため、堤防を横断して設けられる構造物で、合
流する川の水位が高くなった場合、その水が堤内地に逆流しない
よう、堤防の機能を有した施設です。一般的に、規模の大きなも
のを樋門、規模の小さなものを樋管といって区別しています。な
お、樋門と水門との区別は、前者については堤体内に埋設される
（土かぶりがある）ものを、後者については土かぶりのないもの
をいい、機能的には同じものです。

樋門
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◆狭窄部（きょうさくぶ）

地形の特性上、上下流よりも特に川幅が狭くなっている箇所を
狭窄部と呼んでいます。一般的に洪水時には狭窄部で流水が妨げ
られ、その上流で河川の水位が上昇しやすくなるため、浸水被害
が発生しやすい状態になります。

岩倉峡（木津川） 鹿跳渓谷（瀬田川）

保津峡（桂川）

◆かんがい

田畑に水をひいて作物を栽培するために農地をうるおすことを
いいます。
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◆伏流水

伏流水とは河川の流水が河川周辺の砂礫（されき）層などの中
を浸透して流れることを言います。なお、一般に伏流水は地中に
おいて濾過が行われるため、地表を流れる流水に比べて、水質が
よく、濁りが少ないことが多いです。
また、山間部に降った雨や雪とけ水が地中に浸透して流れるこ
とを指すこともあります。

◆茨田堤（まんだのつつみ）

茨田堤は、仁徳天皇が築いた日本最古の堤防と言われています。
堤は淀川と古川の間にある、中州状の小高くなった土地（旧茨田
郡）を洪水から守るために作った輪中堤のようなものであると考
えられています。しかし、茨田堤の確かな場所については、いろ
いろな説があります。
堤防工事は非常にむずかしいもので、何度築いても切れてしま
う場所が２ヶ所あり、そのために人柱をたてたという説話が「日
本書紀」に記されています。
現在、門真市の堤根神社境内に茨田堤跡の碑を見ることが出来
ます。また裏手には、フェンスに囲まれた小高い堤の上に大きな
クスノキがあり、これが堤の名残と考えられています。

茨田堤跡の碑
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◆くらわんか船

くらわんか船は、枚方、高槻を通る三十石船に漕ぎ寄せていき、
食べ物やお酒を売る小さな船のことです。
柱本（高槻市）にあった茶船が、「飯くらわんか、あん餅、ご
んぼ汁くらわんか」と土地の乱暴な言葉で、不作法な商売を行っ
ていましたが、その独特な言葉遣いが、かえって旅人には人気が
あったようです。
枚方のくらわんか船は、もともと柱本の茶船の一隻が枚方に移っ

たのがその始まりとされていますが、のちに、枚方が柱本をしの
ぐほどになり、事実上枚方が独占権をもつようになりました。
また、くらわんか船では食べ物を入れる容器として「くらわん
か茶碗」が使われ、回転寿司のように、食べた茶碗の数・大きさ
によって料金の計算を行いましたが、代金をごまかすために、食
べ終えた茶碗をこっそり淀川に捨てる人もいました。この当時の
茶碗が川底から見つかることがあります。

◆流れ橋

流れ橋は、木津川に架けられた橋で、正式な橋名は「上津屋橋
（こうづやばし）」といいます。
昭和28(1953)年にできた、日本最長の木橋といわれ、長さ約
356m、幅3ｍ、今なお当時の姿を残し、木津川の名所となってい
ます。
また、テレビや映画の時代劇の撮影場所としても使われていま
す。
流れ橋という名のとおり、大雨などで川が増水し水が橋桁まで
届くと、8分割された床板（約1800枚）がワイヤーロープでつな
がれたまま流される構造となっています。ロープの片端は固定さ
れているので、床板は流失せず繋がったまま浮いています。こう
することにより、流木やゴミなどが橋にひっかかって水の流れを
止め、堤防の決壊が起こるのを防いでいます。水が引けば、床板
を引き上げて元どおりに組み立てることが出来ます。
もともと、川幅のせまい所に板を渡して、その板が流れないよ
うに綱などで結んでおいたものが原型と考えられています。

上津屋橋（八幡市、久御山町）
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◆大阪府景観条例

美しい世界都市・うるおいのある世界都市の実現を目指して、
世界に誇ることができる魅力ある都市空間と、誰もが愛着を感じ
ることのできる生活空間を創造し、大阪の景観づくりを進めるた
め平成10年に「大阪府景観条例」が制定されています。
これにより、淀川に沿った地域について、 「淀川等景観形成
地域」が平成15年4月に指定されました。指定範囲は、大阪市域
を除く淀川と府域内の桂川の両河川区域（延長約19km）、及びそ
の区域の端から500ｍ幅の区域を合わせた地域を基本としていま
す。景観づくりの目標は「自然とうるおいが感じられる、豊かな
水と緑がつくる淀川の広大なオープンスペースと、それに映える、
美しいまちなみや山なみが織りなす雄大な景観を守り、育てる。」
とされています。

◆ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例

琵琶湖を中心とした水辺の環境をはじめ、背後に広がる田園、
集落、市街地や周辺の山々、そして主要な道路や河川周辺の景観
など、県土全体としての美しい景観形成を目的として、昭和59年
7月「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例（風景条例）」が滋
賀県で制定され、総合的な景観対策が推進されることになりまし
た。
条例の概要

風景条例の主な骨ぐみは次の4つの柱でできています。
（１） 地域、地区の指定による景観対策

（２） 大規模建築物等に対する景観対策
（３） 県民の自主的なまちづくりによる景観対策
（４） 市町村による地域の特性を生かした景観対策景観形成の基本方針
目指される景観像は、琵琶湖を中心に回遊しながら、豊か
な生態系をもつ自然や風土に育まれた文化の魅力を存分に享
受できるようなふるさと滋賀の風景です。
そのため、風景条例に基づく既存の施策を更に展開し、地
域の景観を守り育てていくことに加え、次の3つの景観回廊
づくりに取組まれることになりました。

◇水と緑の景観回廊◇
琵琶湖と湖辺の緑、河川とその周辺の河畔林、里山林や棚
田、田園地域や山々を結び、これらが一体となった水と緑の
景観回廊づくり。
◇歴史の景観回廊◇
古いまちなみや美しい文化遺産と地域の景観とが一体となっ
た歴史の景観回廊づくり。
◇むらとまちの景観回廊◇
落ちついたたたずまいのある集落や、にぎわいのある魅力
的な街を美しいみちで結ぶ、むらとまちの景観回廊づくり。
これら3つの景観回廊づくりにより「水と緑とまちの景観回
廊」を骨格とするふるさと滋賀の風景を目指しています。
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◆住民・住民団体

淀川水系基礎原案の中で使用している住民および住民団体は下
記のことを指しています。
（住民）
・広く一般住民を指す。
・居住者のみでなく就業者も対象とする。
・一個人のみでなく、地域に存在する法人、企業等も対象
とする。
・学校は住民に対する説明の場として、住民に区分する。

（住民団体）
地域の住民で構成されている団体、特定の目的のもと不特定
の住民で構成されている団体（日本野鳥の会、日本自然保護協
会等）などの区分は行わず、一律に住民団体として区分する。

◆低水路

川には洪水時と平常時の流れがあります。
低水路とは、平常時の水を主に流す川の部分をいいます。

出典）川のことば【治水編】
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◆攪乱（かくらん）

かき乱すことをいい、出水などによる河川の流量変化により、
河原や河床の堆積土砂が流されるなど、河川環境に変化をあたえ
ることをいいます。

◆河川横断形状の不連続

自然の営みで出来上がった河川横断形状は、水域と陸域が入り
組み、多様な生物の生息・生育環境を形成していましたが、洪水
による川岸や堤防を守るため設置したコンクリート護岸の等によ
り、水域と陸域の連続した生物の生息・生育環境が分断し不連続
になったことをいいます。
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◆藻類（そうるい）

「藻類」と総称される生物群は、大多数が水中に生息し、酸素
発生型の光合成を行い、生態系での一次生産者として重要な役割
を担っています。
藻類のうち水中に浮遊して生活する物を植物プランクトンとい
い、石礫等に付着するものを付着藻類、俗に「水アカ」や「コケ」
などと呼ばれています。

◆斃死（へいし）

斃死とは、「行き倒れ死、のたれ死に」という意味で、魚など
に起こる原因としては、酸欠による窒息死、寄生虫・感染症など
による病死、有害物質による中毒死、きず・けがによるものなど
があります。

斃死した魚



-40-

◆河道

河川の水が流下する部分のことです。通常は堤防又は河岸と河
床とで囲まれた部分を指します。河道のうち、常時流水が流れる
部分を「低水路」、高水時のみ流水が流れる部分を「高水敷」と
呼びます。

河 道

◆大腸菌群数

大腸菌群数は、大腸菌及び大腸菌と性質が似ている細菌の数の
ことをいい、水中の大腸菌群数は、し尿汚染の指標として使われ
ています。大腸菌群数は、検水1ml中の個数（正確には培養後の
コロニー数）または、検水100ml中の最確数（MPN）で表します。
試料の連続した希釈4段階を5本ずつBGLB醗酵管に植種し、35～
37℃、48±3時間培養します。ガス発生を認めたものを大腸菌群
陽性管とし、各試料量における陽性管数を求め、これから100ml
中の最確数を最確数表を用いて算出します。大腸菌群数の生活環
境の保全に関する環境基準値は、河川は類型別に定められてAA類
型での50MPN/100ml以下～B類型5000MPN/100ml以下、湖沼はAA類
型50MPN/100ml以下～A類型1000MPN/100ml、海域A類型
1000MPN/100ml以下となっています。
（出典：ＥＩＣネットホームページ）
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◆活性炭処理

活性炭処理とは浄水における高度処理の一工程で粉末，粒状の
活性炭と水を接触させ，水に含まれる比較的溶けにくい溶解性物
質を吸着除去する処理です。
粒状活性炭は一粒一粒ほぼ砂に等しい大きさですが、目に見え
ない小さな穴が無数に空いています。（1g当たり1,000m2もの内
部表面積）
水の中に溶け込んでいる臭いの原因となる有機物質やトリハロ
メタンの原因となる物質などは、この穴の中に取り込まれること
によって水中より除去されます。

（出典：大阪府営水道ホームページ）

粒状活性炭処理槽

◆オゾン処理

オゾン（O３）とは酸素原子3個で構成される物質で、強い
殺菌力を持っています。そのため水中のかび臭などを分解する事
ができます。また、水中のマンガンの酸化や水の消毒にも役立ち
ます。

オゾン処理とは浄水における高度処理の一工程で粒状活性
炭処理と組み合わせることで、かび臭はほぼ完全に取り除かれ、
トリハロメタンも大幅に低減されます。
さらに、寄生原虫のクリプトスポリジウムに対してもオゾンの
強い酸化力による分解能力で、現在の凝集沈澱と急速ろ過（砂ろ
過処理）に加え、より安全性が高められます。

（出典：大阪府営水道ホームページ）
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◆高度処理

高度（浄水）処理は従来の通常処理に、生物処理・オゾン処理・
粒状活性炭処理を加えたものです。

（出典：大阪府営水道ホームページ）

◆トリハロメタン

メタンの４個の水素原子のうち３個がハロゲン原子によって置
換された物質の総称で、通常は、クロロホルム、ブロモジクロロ
メタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの４種を指します。

クロロホルムは発ガン性が証明されており、他の３種も変異原
性が確認されている物質ですが、近年、水道原水中に含まれる有
機物と浄水過程で用いられる塩素との反応によってクロロホルム
を始めとするトリハロメタンが生成されることが指摘され、問題
となっています。厚生省は水道水中総トリハロメタン（上記４種
の合計）の制御目標値（年平均0.10mg/l以下）を定めていました
が、平成４年12月より、上記４種のそれぞれと総トリハロメタン
について、水道水質基準が定められました。

メタン

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ
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◆合成有機物質

「有機化合物（有機物質）」とは、炭素と酸素だけからなるも
の（一酸化炭素や二酸化炭素など）や金属の炭酸塩など少数の簡
単なものを除いた炭素を含む化合物の総称です。ただし、有機化
合物から除く炭素化合物の範囲は必ずしも一定していません。

「有機化合物」には、タンパク質、炭水化物、脂肪等の動・植
物体を構成している「天然有機化合物」と工業薬品、医薬品、農
薬等人間のために利用する目的で製造されてきた「合成有機化合
物」とに分けられます。
「合成有機化合物」には、脂質の汚れを落とすもの（界面活性
剤）、農薬、工業製品の洗浄剤（有機溶媒）、用水や廃水の殺菌
の際に発生する物質（トリハロメタン類）等が挙げられます。
（出典：建設省河川局監修 河川水質試験方法(案)）

◆ダイオキシン

ポリクロロジベンゾジオキシン（ＰＣＤＤ）の俗称、また特に
その中の 2･3･7･8-テトラクロロジベンゾパラジオキシン（ＴＣ
ＤＤ）Ｃ12Ｈ4Ｏ2Ｃｌ4のこと。毒性が強く分解されにくい化合物
で、皮膚・内臓障害を起こし、催奇形性・発ガン性があるものが
少なくない。
環境省は、これまで環境基準のなかった海底や川底の泥に含ま
れるダイオキシン類について、新たに環境基準値を設け、許容濃
度を泥など１ｇ 当たり１５０ｐｇ（ピコグラム。１ 兆分の１ｇ）
以下としています。
また、水質についても以前から水１ｇ 当たり１ｐｇ（ピコグ
ラム。１兆分の１ｇ）以下の基準を設けています。

（出典：京浜河川事務所ホームページ）
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◆内分泌攪乱化学物質（環境ホルモン）

ホルモンとは、動植物の特定の器官や細胞から分泌されて、そ
こからかなり隔たった器官に特異的な生理作用を表す物質をいい、
生殖、発育、代謝、免疫など生物の生理機能は、さまざまなホル
モンの作用によって営まれています。
環境ホルモンとは、生物が持つさまざまなホルモンの受容体に
結びついて、そのホルモンに似た作用をする（あるいはホルモン
の作用を妨げる）ことによって、生物の生理機能の失調を引き起
こす環境汚染物質のことで、正しくは内分泌攪乱化学物質といい
ます。

（出典：京浜河川事務所ホームページ）

◆富栄養化防止条例

「富栄養化防止条例」は、「滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に
関する条例」が正式名称で、昭和56年に制定され、昭和57年7月1
日から施行されました。
琵琶湖の富栄養化を防止するため、湖に流入する窒素・リンを
減らすための総合的な対策を定めたもので、工場排水の窒素・リ
ンを規制したのはこの条例が日本で初めてです。
（出典：滋賀県ホームページ）
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◆水質汚濁防止法

昭和45年いわゆる公害国会において、旧水質保全法と旧工場排
水規制法を抜本的に改正強化統合して成立した法律で、公害対策
基本法（現環境基本法）の実施法として水質汚濁全般について定
めたものであり、平成元年６月の一部改正（10月施行）で、有害
物質を含む排水の地下浸透を禁止するとともに地下水水質の監視
測定体制、事故時の措置などの条項が新たに盛り込まれ、地下浸
透水に対しても公共用水域への排出水の場合と同様の規制体系が
整えられました。

水質汚濁防止法とは、工場及び事業場から公共用水域に排出さ
れる水の排出、地下に排出する水の浸透を規制するとともに生活
排水対策の実施を推進すること等によって公共用水域及び地下水
の水質の汚濁防止を図ることを目的としてます。水質汚濁防止法
では、重金属等の有機物質に係わる「健康被害項目」と有機汚濁
物質等に係わる「生活環境項目」が排水基準として規制されてま
す。

◆上乗せ条例

大気汚染防止法（1968）、水質汚濁防止法（1970）では、国が
全国一律の排出基準、排水基準を定めています。しかし、自然的・
社会的条件からみて不十分であれば、都道府県は条例でこれらの
基準に代えて適用するより厳しい基準を定めることができます。
これを「上乗せ規制」といい、この基準値を「上乗せ基準」と
呼びます。国が定めた規制対象施設の範囲をひろげる場合（「横
出し」ともいう）もありますが、これらも含めて使われることも
あります。
（出典：ＥＩＣネットホームページ）
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◆湖沼水質保全特別措置法

日本第一の面積を誇る湖である琵琶湖にも、毎年のように淡水
赤潮が発生するなど、湖沼の汚濁、富栄養化の進行は近年深刻な
問題となってきています。滋賀県などでは独自に富栄養化防止条
例を制定してその対策に取り組んでいますが、国としても湖沼の
水質保全は重要な課題となり、昭和59年７月27日に本法が制定さ
れました。この法律は、水質汚濁の著しい湖沼の水質の保全を図
る、環境基準の確保が緊急に必要な湖沼について、その水質保全
を推進するための事業計画を作成し、また水質汚濁の原因となる
施設に必要な規制等の特別な措置を講じ、国民が健康で文化的な
生活を保護することを目的としたものです。

その内容は、まず国が湖沼水質保全基本方針を定め、基本方針
に基づいて、５年ごとに、指定地域において指定湖沼の水質保全
に関して実施すべき計画（湖沼水質保全基本計画）を定めなけれ
ばならないとされています。

平成３年、４年、６年の湖沼法施工令の改正により、従来のＣ
ＯＤに加えて窒素とリンが汚濁負荷量規制の対象とされました。
これに基づき、窒素・リンの水質目標の設定、下水の高度処理の
推進など窒素・リンに係る総合的な対策を盛り込んだ湖沼水質保
全基本計画が策定されています。

◆汚濁負荷

汚濁負荷とは、汚濁物質が水系に流入することにより、水域環
境や水産業、農業、レクリエーション等に対して及ぼす悪影響を
いいます。汚濁負荷源には点源と面源があります。点源負荷は家
庭や工場、事業場等の特定できる汚濁源から発生する負荷で、面
源負荷は汚濁の排出点を特定できない汚濁発生源、すなわち非点
源汚濁源、非特定汚染源、ノンポイントソース等と呼ばれる汚濁
源からの負荷をさします。
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◆汚濁負荷物質

汚濁負荷とは、汚濁物質が水系に流入することにより、水域環
境や水産業、農業、レクリエーション等に対して及ぼす悪影響を
いい、汚濁負荷物質とはその悪影響を及ぼす生活排水や農業廃水
の中に含まれている物質そのものをいいます。

◆点源負荷・面源負荷

汚濁発生源は、①汚濁物質の排出ポイントが特定できる工場、
下水・し尿処理場、家庭、畜産事業場などと、②それが特定しに
くい降雨、山林、農地、市街地などに分類され、①は特定汚染源
（または点源）②は非特定汚染源（または面源）と呼ばれ、特定
汚染源からの負荷のことを点源負荷、非特定汚染源からの負荷の
ことを面源負荷と言います。

日本一の面積を誇る琵琶湖では土壌を介さずに降雨を直接受け
るためより多くの面源負荷を受けることになります。

（出典：京浜河川事務所ホームページ）
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◆底層水

底層水とは、ダム貯水池や湖沼等において、深いところ（底の
ほう）にある水のことです。ダム貯水池では、夏期に水温躍層が
形成されると鉛直方向に水が移動しにくく、水が混ざりにくい状
態となります。そのため、酸素を多く含んだ表層の水は、底層部
に届かなくなります。
底層部では、堆積している有機物等が分解される時に酸素が消

費されますが、酸素の供給が行われないため、次第に酸素の量が
減ることになります。その場合、底層水では、窒素やリンといっ
た栄養塩や、金属類（鉄、マンガン等）が水に溶けだしてきたり、
硫化水素臭（卵の腐った臭い）が発生することがあります。

◆溶存酸素 （ＤＯ）

溶存酸素とは、水質汚濁の程度を表す１つの指標で、水中に溶
解している酸素のことです。魚類等の水生生物の生活には不可欠
なもので、酸素の溶解度は水温、塩分、気圧等に影響され、水温
が高くなると小さくなります。
深層曝気設備の運転時期を決定するための目安として、飽和度
４０％未満を用いています。なお、飽和溶存酸素量に対する百分
率で表すのは条件（特に水温）によって値が異なってくるためで
す。
一般に、溶存酸素３mg/l以下では、魚類は酸欠を引き起こすこ
とがありますが、溶存酸素５mg/l以上では、魚類は良好な状態を
保つことが出来ます。
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◆貧酸素化現象

貧酸素化現象とは、ダム貯水池の底の水に含まれる酸素の量が

少なくなる現象のことです。夏期においては、ダム貯水池表層の
水は、日射により温められますが、底層の水は温まりにくいため、
温度差が生じる水温躍層という現象がおきます。水温躍層ができ
ると、貯水池内の水が鉛直方向に混ざりにくくなります。
底層部では、底に堆積している有機物等が分解される時に酸素

が消費されます。しかし水が鉛直方向に混ざりにくい状況となっ
ているため、表層の酸素が多く含まれた水がダムの底に供給され
ないため、酸素の量が減っていきます。
こういった状況においては、硫化水素臭（卵の腐った臭い）が発
生することもあります。

平成14年室生ダムDO分布
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◆ベンゼン

水に溶けにくく、各種溶剤と混合しよく溶けます。化学式は
C6H6、分子量は78.11、融点は5.5℃、沸点は80.1℃。常温常圧の
もとでは無色透明の液体で独特の臭いがあり、揮発性、引火性が
高い。かつては工業用の有機溶剤として用いられていましたが、
現在は他の溶剤に替わられています。自動車用のガソリンに含ま
れ、自動車排出ガスからも検出されます。その許容限度は大気汚
染防止法（1968）により1体積パーセント以下と規定されていま
す。日本では、労働安全衛生法（1972）において特定化学物質、
大気汚染防止法において特定物質、水質汚濁防止法（1970）にお
いて有害物質に指定されています。
（出典：ＥＩＣネットホームページ）

環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康
の保護に関する環境基準の項目として位置づけられており、その
基準値は0.01mg/l以下となっています。

ベンゼンの構造式
（出典：環境省ホームページ）
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◆トルエン

メチルベンゼン、フェニルメタンともいいます。ベンゼン環の
1個の水素がメチル基（－CH3）で置換された化合物です。常温常
圧で無色透明の水より軽い液体で、芳香臭があります。引火性が
あり、海洋汚染防止法において危険物に指定されています。代表
的な有機溶剤で、シンナー、接着剤、塗料、印刷用インキを通じ
てほとんどの溶剤製品に最も高頻度かつ高濃度に含まれています。
染料、火薬、合成繊維等の原料にも用いられるほか、自動車用無
鉛ガソリンの中にはアンチノック剤として数10%が含まれている
ことがあり、自動車排ガス中にも含まれています。蒸気暴露によ
る人体影響は中枢神経の抑制作用が主で、高濃度暴露では強い麻
酔作用があります。反復暴露では全身倦怠感、健忘症、四肢の知
覚異常等の症状が現れ、脳波異常を生じた症例も報告されていま
す。水系への流入経路としては、溶剤製品を使用する事業場等の
排水の他に、自動車排ガス等として大気中に排出したものが雨と
ともに流入することが考えられます。
（出典：建設省河川局監修 河川水質試験方法(案)）

要監視項目（「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公
共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせ
ず、引き続き知見の集積に努めるべき物質」として、環境省局長
通知により位置づけられたもの）の一つ、その指針値は 0.6mg/L
以下 となっています。

トルエンの構造式
（出典：環境省ホームページ）

◆キシレン

ジメチルベンゼンともいいます。ベンゼン環の2個の水素がメ
チル基で置換された化合物で、メチル基の位置によりο－（オル
ト）、m－（メタ）、p－（パラ）の3つの異性体があります。通
常の工業製品は3つの異性体の混合物です。トルエンと並ぶ代表
的な有機溶剤で、各種の溶剤製品や自動車ガソリン中にトルエン
とともに使用されるほか、キシレン自体は塗料、有機顔料、可塑
剤、農薬、医薬品等の重要な合成原料です。性状、毒性等はトル
エンとほぼ同様で、やはり引火性の危険物に指定されています。
（出典：建設省河川局監修 河川水質試験方法(案)）
要監視項目（「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公
共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせ
ず、引き続き知見の集積に努めるべき物質」として、環境省局長
通知により位置づけられたもの）の一つ、その指針値は 0.4 
mg/L以下 となっています。

構造式
（出典：環境省ホームページ）
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◆湖岸堤

琵琶湖開発事業において、琵琶湖沿岸に設置された堤防を湖岸
堤といいます。湖岸堤は、琵琶湖周辺で地盤が低く、琵琶湖の水
位が高くなると浸水する恐れがある一連の地域を、被害から守り
ます。また、洪水時の水門操作などを含めた水防活動や琵琶湖の
管理を円滑に行うための管理用道路も併せて整備されており、住
民の生活用道路としても、機能しています。

野洲川地区 湖岸堤

湖岸堤・管理用道路 標準断面図

◆冷水病

冷水病は、アユやギンザケで流行している細菌の感染による病
気で、低水温期に発病することから「冷水病」と名付けられてい
ます。
原因菌はフラボバクテリウム・サイクロフィラムで死亡率は20
～50%といわれ、体表の白濁や穴あき、尾ひれの欠落といった症
状が特徴的です。
もともとは北米のマスの病気で、日本では1985年頃から確認さ
れ、全国各地で毎年かなりの被害を出しています。

吸血ヒル（ウオビル）
尾鰭軟条間から取り出した腹口類（ブケ
ファルス科吸虫）のメタセルカリア

衰弱魚の貧血症状を示す鰓の外観

協力：大阪府立食とみどりの総合技術センター
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◆干陸化

河川において上流のダム等により、洪水が調節され、また、河
床低下による水位低下により、河原の冠水頻度が少なくなり、川
が本来形成している植生や生態系が変化し、ツル系植物や樹木が
繁茂するような状態になる現象をいいます。かつては洪水のたび
に水に浸かっていた所が、最近の河川整備や洪水調節により河川
の水位が安定してきたため起こる現象です。

◆親水

「親水」とは「水に親しむこと」を意味します。
河川は、漁業・遊漁、水辺の植物とのふれあい、そして河原や
水を利用した遊びの場所として、古くから利用されてきましたが、
近年においては、都市に残された自然に親しめる貴重なオープン
スペースとして、人々に親しまれています。
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◆工事用道路

工事用道路とは、河川内で工事を行う時に、建設機械や資器材
の搬入出、土砂等の運搬などのために、工事を実施する期間、一
時的に設けられる仮設の道路であり、工事車両の通行のための専
用道路です。そのため、一般車両の通行はできません。
なお、工事が完了した後は不要となるため撤去します。

工事用道路設置前

工事用道路設置後

◆計画対象規模以上の洪水＝超過洪水

これまでの治水事業は、ある規模の洪水を対象（例えば降雨
確率1/50）とし、その洪水を防ぐために必要な計画を定め、こ
れに基づき河川工事を実施するという方法により進められてき
ました。しかしながら、洪水は自然現象である降雨に起因する
ものである以上、きわめて規模の大きな洪水、すなわち、計画
の規模を上回る洪水が発生する可能性が常に存在しています。
そのような洪水が計画対象規模以上の洪水です。
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◆時限立法・一般事業

「時限立法」とは、一定期間効力を有する法律のことで、一定
の目的を一定期間に達する必要がある場合に制定されます。
琵琶湖総合開発特別措置法は、昭和47年6月15日に公布されま
した。この法律は全12条と附則からなっており、その附則第3に
おいて、当初「この法律は、昭和57年3月31日限り、その効力を
失う」と規定されていました。なお、その後の事業進捗の遅れや、
社会経済情勢の変化等から2度期間延長され、平成9年3月31日に、
法期限により終結しました。

琵琶湖総合開発計画に位置づけされた事業の中には、琵琶湖総
合開発特別措置法の終結以降も、引き続き実施しているものがあ
ります。例えば、国直轄の河川改修事業として継続実施している
野洲川・草津川放水路・大津放水路や、水資源開発公団（現：水
資源機構）により施工されている丹生ダム事業などがあります。
琵琶湖総合開発事業では、地元負担の軽減を図るなどの特別な
財政措置が講じられていましたが、これら引き続き実施している
事業を琵琶湖総合開発事業に対して「一般事業」と呼んでいます。

◆琵琶湖総合開発事業・琵琶湖開発事業

琵琶湖総合開発特別措置法に基づいて、昭和47(1972)年から平
成8(1996)年まで、25年間にわたって取り組まれた事業を「琵琶
湖総合開発事業」といいます。
その目的は、琵琶湖の自然環境の保全と水質の回復を図り（保
全対策）、琵琶湖周辺などの洪水被害を軽減し（治水対策）、琵
琶湖の水を有効に利用する（利水対策）というものでした。

「琵琶湖開発事業」とは、琵琶湖総合開発事業のうち、水資
源開発公団（現、水資源機構）が担当した琵琶湖治水、水資源開
発に関する事業をさします。なお、それ以外の国・県・市町村が
担当した地域整備などを「地域開発事業」といいます。

地域開発事業

下水道

砂 防

ダ ム

治 山

造林・林道

し尿処理

自然保護地公有化

畜産環境整備施設

農業集落排水処理施設

ごみ処理施設

水質観測施設

道路（含、管理道路）

河川（含、湖岸堤関連河川）

上水道

工業用水道

土地改良（含、農業用水）

水産（施設・減産）

港湾・漁港

都市公園

自然公園施設

その他施設

琵琶湖開発事業

湖岸堤

内水排除

瀬田川浚渫

南湖浚渫

瀬田川洗堰改築

管理設備

琵 琶 湖 総 合 開 発 事 業

：琵琶湖開発事業と地域開発事業が経済的・合理的に組み合わされて施工された事業
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◆総合治水特定河川

都市の河川では流域の開発の進行に伴い、洪水時の河川への流
出量の増大等により、治水安全度が著しく低下している場合があ
ります。

このような状況に対応するため、河川改修だけでなく、土地利
用の規制や誘導、調整池や貯留施設等を整備することにより、流
域の保水、遊水機能を強化し、総合治水特定河川として、河川改
修と調和のとれた治水対策を進めています。

近畿地方では、淀川水系猪名川、淀川水系寝屋川、大和川水系
北部の河川で整備を行っています。

◆流域対策

流域で貯留したり浸透させたりして河川への流出を抑制する対
策を流域対策と呼んでいます。流域対策には、学校や公園などに
大規模な貯留施設など公共事業で行うもの、開発に伴う調整池な
ど開発者によるもの、浸透枡や浸透トレンチ、透水性舗装など個
人でできるものがあります。

猪名川河川事務所駐車場

黒い地面は透水性舗装。
その他雨水貯留池が２個、敷地内の周囲に側溝を設けている。

校庭・駐車場・公園に水を貯める ため池の貯水能力を高める
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◆流域平均２日雨量

流域平均雨量は流域に降った雨は、場所によって降り方や量が
異なり、河川の流量と降雨量との関係で表現する場合、流域を代
表とする平均的な雨量とする必要があり、ある地点で観測された
雨量から流域平均雨量を推算する必要があります。流域とは、降っ
た雨が1本の川に流れ込む範囲をいいます。
日雨量とは0:00から24:00を1日として観測されています。雨量
観測所では、雨量計（機械）により24時間365日、毎時ごとにお
いて自動的に記録しています。
また、降り方は河川により異なりますが、淀川水系では、流域全
体で見ると2日間にまたがって降るケースが多いことから2日間の
雨量で計算しています。

◆浸水想定区域

浸水想定区域図は、平成13年に改正された水防法第10条の
四に基づき、洪水予報河川において、洪水防御に関する計画
の基本となる降雨により河川が氾濫した場合に、円滑かつ迅
速な避難の確保を図るため、浸水が想定される区域と、その
ときの水深を併せて示したものです。

今回この水防法の一部改正に伴い、近畿地方整備局管内の
河川で「浸水想定区域」の指定・公表を行っています。

また、この浸水想定区域図の

公表を受けて流域市町村は主体

となって洪水ハザードマップ

を作成します。洪水ハザードマ

ップには、河川管理者から

提供された浸水・氾濫情報等に

加え避難地、避難路の位置、情

報の入手方法などを具体的に表

示しています。

淀川浸水想定区域図（例）（平成１４年６月１４日公表）

淀川洪水ハザードマップ 大阪府寝屋川市（例）
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◆ハザードマップ

洪水ハザードマップは、水害時における人的被害を防ぐことを
主な目的として作成する地図で、浸水が想定される区域で住民が
安全な場所へ避難するのに必要となる各種の情報（浸水区域や浸
水深、避難場所、避難経路等）を記載しています。洪水避難地図、
防災地図、防災カルテ、災害マップと呼ばれることもあります。
洪水発生時にひとりひとりが適切な行動がとれるよう、安全な避
難方法や避難経路などを住民の人たちがふだんから知っておく事
が重要です。ハザードマップをいざという時のために役立ててい
ただきたいものです。
洪水ハザードマップの場合は、水防法に基づき公表された浸水
想定区域（洪水が起きたらどこまで浸かるのか）をもとに、それ
ぞれの市町村がわかりやすく作成します。
なお、ハザードマップには、洪水の他に、津波、地震などのハ
ザードマップもあります。また、地図（マップ）の形式ではなく、
より多くの情報を盛り込んだ本（ブック）の形式になっているハ
ザードブックを作成している市町村もあります。

淀川水系におけるハザードマップ作成自治体

寝屋川市、高槻市、枚方市、向日市、島本町、宇治市、
久御山町、城陽市、八幡市、川西市、京田辺市

（平成１６年４月現在）

◆河川管理施設

河川管理施設とは、ダム、水門、堤防、堰、護岸、床止め、樹
林帯（堤防又はダム貯水池に沿って設置された帯状の樹林で堤防
等の治水上又は利水上の機能を維持するためのものをいいます。）
その他河川の流水によって生ずる公利を増進し、または公害を除
去し、若しくは軽減する効用を有する施設をいいます。
また、河川管理施設には、河川管理以外の効用を兼ねている兼
用工作物（例、堤防上の道路）といったものも含まれます。
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◆水防活動

水防活動は、越水、破堤等による水害が予想され、もしくは水
害が発生した際に、堤内地に住む住民の生命や財産を水害から守
るために、地域住民によって結成された水防団や消防団が中心と
なって行う活動のことをいいます。

最近は、水防団員の高齢化や、サラリーマンが増え水防団員の
なり手が不足するなどの問題を抱えています。

〔水防演習の様子〕

◆無堤地区

堤防の築堤が必要な区間で、堤防の整備されていない地区をい
います。
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◆沖積平野

日本の沖積平野の構造

出典：川の何でも小事典（土木学会関西支部編）

平野は、扇状地と同様に、川が運んできた粒径の小さな砂、シ
ルトや粘土が浅い海に堆積して出来上がりました。
沖積平野は平野の一種で、形成年代は最後の氷河期（ヴュルム
氷期、約七万年前から一万年前の間）に海面が低下してから、縄
文時代の海進（海水面が上昇して海が陸上に侵入してくること）
を経て現在までの間でおおよそ二万年前から現在までに出来た平
野をいいます。

社会生活上必要となる水の量です。通常、かんがい、上水道、
工業用水等の目的があります。
水需要に対して安定的な水供給を確保するための具体的な対応
策は、水系や地域の状況を踏まえて水需要と水供給の両面から検
討します。水需給に関する多様な施策の展開としては、計画的な
水資源開発施設の整備、既存施設の有効活用、水源の多様化、節
水への対応などがあげられます。

◆水需要
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◆水利権

河川などの水を排他的・継続的に利用できる権利です。水力発
電用水利権、農業用水利権、水道用水利権、工業用水利権など使
用目的により区分されています。また、農業用水利権には、歴史
的な経緯の中で成立した水秩序が社会的に承認を得た「慣行水利
権」と新河川法（1964年施行）に基づいて河川管理者から許可さ
れる「許可水利権」とがあります。

◆水利権量

水利権の許可内容の内、許可された取水量又は使用水量をいい
ます。なお、水利権の目的（発電用水、農業用水、上水道、工業
用水等）により取水口毎に最大取水量（m3/秒）、1日最大取水量
（m3/日）、年間総取水量（m3/年）、最大使用水量（m3/秒）等
が必要に応じて定められます。
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水の流れに対する障害物となって、流水を河川の中心方向へ押
しやり流れを緩やかにし、水の流れる力による川岸付近の浸食を
防ぐための、川岸より川の中心部に向けて突き出し設置する構造
物の群のことを指します。
堤防を洗掘から守ったり、取水や舟運のために設ける構造物で、
その大きさや間隔は河川の特質に応じて決定します。

◆水制群

水制群のイメージ図

◆砂利船

河道内に堆積している土砂を採取する船のことを砂利船と呼ん
でいます。船に付いているポンプで水と一緒に吸い上げ、土砂を
採取します。
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かんがい（灌漑）のために農業用水を取り入れる目的で、河道
を横断して設けられる堰のことをいいます。

◆かんがい用取水堰 ◆取水

河川等から水を取り入れることをいいます。
河川からは上水道や工業用水、農業用水等の用水が取水されて
います。
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◆取水堰

河川から用水を取り入れるために、河道を横断して設けられる
堰のことをいいます。

取水堰

船舶をつなぎ、人の乗り降りや貨物の積降ろしができるように、岸か
ら水中に突出させた構造物の一種で、床面を脚柱で支持する形式の
ものです。構造には木造、鉄筋コンクリート造などがあります。

◆桟橋

瀬田川
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船舶の移動や流れを防ぐため、係船（船を岸に引っ掛ける）させる施
設のことをいいます。

◆係留施設

係留施設の例

◆２サイクルエンジン

２ストロークエンジンともいいます。
「サイクル」とは「周期」を意味します。
エンジンは「吸入」「圧縮」「燃焼（爆発）」「排気」を繰り
返して回転しますが、エンジンが１回転（２ストローク）する間
に吸入・圧縮・燃焼・排気のサイクルが完了するエンジンを２サ
イクルエンジンといい、２回転（４ストローク）する間に１サイ
クルが完了するものを４サイクルエンジンといいます。
２サイクルエンジンは構造が単純なため、軽量化が可能でメン
テナンスが容易などのメリットがありますが、排気ガスに有害物
質が多く含まれることから、上水場取水口のある河川においては、
２サイクルエンジンを使用した水上バイクによる水質汚染が昨今
問題となっています。

ピストンが下がって混合ガス（ガソリンと空気を
混ぜ合わせたもの）をシリンダーに吸入弁を通
して入れる。

①吸入

ピストンが上がって混合ガスを圧縮する。②圧縮

③爆発

④排気 爆発で燃えたガスを排気弁を通して外に出す。

プラグで圧縮された混合ガスに点火爆発させて、
ピストンを押し下げる。
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◆占用（せんよう）

「占用」とは、ある特定目的のために、その目的を達成するの
に必要な限度において、公共用物たる河川を排他的・継続的に使
用することをいい、河川法では、第23条に規定する流水の占用と
第24条に規定する河川区域内の土地の占用の2種類があります。
河川区域内の土地の占用とあわせて、河川法第26条第1項に規
定する工作物の設置（橋梁、道路、水道管等）及び同法第27条第
1項に規定する土地の掘削等を許可する場合があります。

※公共用物・・・国又は公共団体によって公の用に供されてい
るもののうち、河川・道路・海岸・港湾・公
園など、直接に一般公衆の共同使用に供され
るもの。

◆自由使用

水泳・ボート遊び・魚釣り・散歩など、公衆が河川管理者の許
可・承認または届出といった手続きを要することなく、いつでも
自由に行いうる河川使用のことをいいます。
自由使用に対して、河川管理者の許可が必要とされる河川使用
に、「許可使用」（工作物の設置、土地の掘削、竹木の伐採等）、
「特許使用」（流水の占用、土地の占用、土石等の採取）があり
ます。
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堤外の高水敷等に存在する民有地のことをいいます。

◆堤外民有地 ◆堤防天端（ていぼうてんば）

河川の水を一定の流路（りゅうろ）の中にとどめて流すため、

その区域外に氾濫（はんらん）させないように川の左側と右側に
築く、土やコンクリートなどでできた堤の最上端のことをいい

ます。また、散策路や高水敷へのアクセス路として利用される他、
常時の河川巡視又は洪水時の水防活動等に利用されます。
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◆堤防天端の亀裂

堤防天端において、亀裂が入ることを言います。なお、原因が
不明なことも多いですが、地震や地盤沈下、又は築堤時に良質な
材料を使わなかった事などが考えられます。

天端の亀裂状況 亀裂の調査

◆法面（のりめん）

堤防の勾配部分をいいます。川に面した方を「表法面」と云い、
家屋や田畑に面した方を「裏法面」といいます。

◆捷水路（しょうすいろ）

河川の湾曲部を矯正して、洪水を安全に流すために
作った水路です。

◆霞堤（かすみてい）

霞堤は、堤防のある区間に開口部を設け（一般的には支川合流
部）、その下流側の堤防を堤内地側に延長させて、開口部の上流
の堤防と二重になるようにした不連続な堤防です。洪水時には、
上流で堤内地に氾濫させ下流への洪水を減少します。洪水後は、
霞堤の開口部からすみやかに川に戻し、被害の拡大を防ぎます。

◆二線堤（にせんてい）

堤防を有する堤内地に更に築造される堤防のことを云います。
万一、本堤が破堤した場合に、洪水氾濫の拡大を防ぎ被害を最小
限にとどめる役割を果たします。
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◆バリアフリー化

高齢者・障害者等が社会生活をしていく上での物理的、社会的、
制度的、心理的及び情報面での障害（バリア）を除去するという
考え方です。河川では、高齢者や障害者、子供など全ての人々が
憩い親しめる空間を創出していくため、河川敷へのアクセス改善
をすすめます。

・物理的なバリア・・・・段差や幅員が狭い等、物理的なもの。

・制度・社会的バリア・・障害によって、資格が取れないなど。

・情報面でのバリア・・・聴覚障害者に車内放送や緊急放送が

聞こえないなど、配慮のないこと。

・心理的バリア・・・・・心ない言動で相手を傷付けたり、点

字ブロックの上の駐輪等、無理解に

よる心のバリア。

◆許可工作物

河川区域内の土地（民地を含む）に構造物を設置しようとする
場合には河川法第26条の許可を受ける必要があります。このよう
に許可を受けて設置した構造物を許可工作物といいます。
代表的なものとしては、橋梁や用排水樋門等の構造物や、河川
公園等があります。
また、河川法は地上だけでなく地下にも係ることから、地下鉄
や共同溝等も許可工作物となります。

河川区域



-91-

◆遡上（そじょう）

魚などの中には、海と川の両方にその成長の過程で生息場所を
もっている種類があります。遡上とは、海で生活していた魚類な
どが産卵、また成魚に成長するために河川を上流に向かって上っ
ていくことをいいます。

遡上するアユ

◆非洪水期

概ね11月から5月までの「洪水期」以外の期間をいいます。
過去の経験から梅雨や台風など洪水が発生しやすい時期以外の時
期のことをいいます。（非出水期間と言う場合もあります。）
なお、淀川水系では10/16～6/15としています。
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◆浸水常襲地帯（しんすいじょうしゅうちたい）

洪水等が発生するといつも水に浸かる地域のことをいいます。

◆治水安全度

河川の氾濫が起こらない程度をいいます。
一般には、ダムや遊水地と河道を合わせて、安全に処理できる
降雨確率（○○年に一度起こりうる降雨）や流量確立（○○年に
一度起こりうる流量）で表現します。
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◆水循環系

一般的に海水が蒸発し雲となり陸地で雨を降らせ、雨水が大地
にしみ込み、地下水や河川水になって流れ、さまざまな形で人々
に利用されて、再び海に戻る水の循環です。特に、都市域では自
然が本来持っている水の循環の経路が、道路の舗装や開発だけで
なく上水道や下水道などの給排水施設の影響を大きく受けており、
自然系だけではなく人工系も含めた水循環系（システム）として
捉えられます。

◆流出形態

流出形態とは雨が地上に落ち、河川に流れ込むまでの形態をい
います。

土地の形状、土地利用の状況等により変化（地面にしみ込む量
や河川まで到達する時間等）します。

流出形態の違いは、河川に到達する量や時間に影響するため、
河川のピーク流量にも影響します。下図のように、開発前は流域
の保水能力が高いため安全に流下していた洪水が、開発後は地表
面がコンクリート等で覆われることにより河川への流出量が大き
くなり、浸水の危険性が生じます。

開発 力大開発前（保水能力大）

開発後（浸水の危険性）開発後（浸水の危険性）
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◆流域的視点

個別の河川だけを見るのではなく、流域の特性を踏まえて物事
を見る観点のことをいいます。

◆既存の計画

「河川法」に基づき、河川管理（河川工事や河川利用、及び河
川環境の整備と保全など）を実施していますが、その運用をする
際に定められた種々の計画を指します。例として工事実施基本計
画、河川環境管理基本計画等がありますが、河川整備基本方針及
び河川整備計画についても今後は含まれることとなります。
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◆川が川をつくる

工事で人工的に川を形造るという発想ではなく、自然の力によっ
て川を形成することをいいます。

◆指定区間

国土保全上または国民経済上、特に重要な水系は、一級水系と
して国土交通大臣が直接管理します。一級河川とは、一級水系に
係わる河川で、国土交通大臣が指定したものをいいます。一級河
川は、国土交通大臣が直接管理しますが、この内、一定規模以上
の水利権等を除いて、通常の管理を都道府県知事が行うことがで
きるとされている区間があります。この区間は、国土交通大臣が
指定することによって決まるので、指定区間と呼びます。

一級河川を都道府県が管理している例
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◆指導・助言等

指導・助言等とは、許可工作物について、河川管理者が許認可
等を含むあらゆる機会において、工作物の管理者（所有者）に対
し、生物の遡上や降下が容易に出来るように、その工作物の対策
（撤去及び改良方策）の実施を求めて、河川管理者として出来る
範囲において、指導・助言を行うことです。

◆流入総負荷量管理

「負荷量」とは、水環境に流入する陸域から排出される有機物
や窒素、リン等の汚濁物質量をいい、総量規制や廃水処理設備の
設計の際に用いられます。
「流入総負荷量管理」とは、陸域から水域に流入する負荷量を

軽減するために、従来の工場などの点源の管理だけではなく、山
林・農地・市街地・道路などの面源からの汚濁水の管理も行うこ
とです。例えば、市街地における初期雨水対策、農業用水の循環
利用・省化学肥料栽培の推進、畜産廃棄物の有効利用などの対策
による負荷の削減が挙げられます。
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◆生物指標

生態学的によく研究され、生息できる環境条件が限られている
ことが判明している生物（指標種もしくは指標生物という）の生
息状況や変化などを参考にして、ある地域の環境の質などを類推・
評価することをいいます。1984年、環境庁（現環境省）は建設省
（現国土交通省）とともに、水質などの環境の状態を調べるため
に生物指標による河川の水質階級マップを作成することを発表し
ました。水の汚れを指標する種として、カワゲラやサワガニ、エ
ラミミズなどの生物を示し、サワガニがいれば「きれいな水」、
エラミミズがいれば「大変きたない水」というように評価しまし
た。生物指標を使った調査は、高価な測定機械や実験技術を必要
とせず、しかも測定時ばかりでなく長い期間の環境の質を類推・
評価できるとされます。しかし、その反面、水質に関する生物指
標の場合、捕食など水質以外の様々な要因の影響も考えられるの
で注意が必要です。
（出典：ＥＩＣネットホームページ）

国土交通省の「水生生物による水質の簡易調査」による生物指標

◆即時的な

即時とは、間をおかずにすぐすることをいい、即時的な水質監
視体制とは油やその他の化学物質の流出事故の発生をいち早く把
握し、関係機関が協同した対策をとることのできる体制を指しま
す。
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◆新住民

先祖代々からその地域で暮らしてきた住民ではなく、宅地開発
などで、新しく移り住んできた住民を指します。
新住民は、過去の水害経験や洪水に対するその土地の特性など
を知らず、水害に対する認識が低いことが多いといわれています。

◆保水機能

森林、雑木林などに降った雨は、その一部が地中に浸透し、水
量を減らしながら、緩やかに川へと流れていきます。また、水田
などは雨や洪水のたまり場として川の洪水を少なくすることが出
来ます。こうした働きを保水機能といい、保水機能を持っている
地域を保水地域といいます。
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◆選択取水設備

選択取水設備とは、貯水池内の任意の深さから水を取水するこ
とができる設備のことです。
ダム貯水池においては、夏期において日射により表層の水は温
められますが、底の水は温まりにくいため水温躍層という現象が
おきます。
ダムの構造上、ダム本体の低いところに放流管があるダムでは、
貯水池の底にある温度の低い水を放流することになります。この
水は、貯水池に流入してくる水の温度より低いため、ダム下流の
河川環境に悪い影響を及ぼす可能性があります。そのため、放流
管がダムの低い所にあるダムにおいては、選択取水設備を設置し
て、ダムの下流に冷たい水を放流しないようにしています。
また、選択取水設備を活用することで、貯水池の表層でアオコ
等が発生している場合には、表層の水を放流しないといった操作
を行うことも可能です。

選択取水設備

◆魚類等の遡上（そじょう）や降下

アユ、鮭などの魚類、テナガエビ、モクズガ二などの甲殻類な
どの一部には、川で生まれ海へ降り再び川を遡ったり、海で生ま
れ川を遡り再び海へ降りるなどの生態をもっています。このよう
に、河川を遡ることを「遡上」、降りていくことを「降下」といっ
ています。
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◆ゾーンニング

ゾーンニングとは、本来は都市計画などの中でその用途や機能
を一定区域ごとに分類し、空間の性格付けを行うものです。
なお、現在の淀川河川公園基本計画では、淀川河川公園を次の
通り分類しています。

①自然地区・・・既存の良好な自然を維持しうる地域及び良好な
自然環境に育成することが可能と思われる地域

②施設広場地区・スポーツ、遊戯等積極的な空間利用を行う地域
③野草広場地区・①、②の両地区に挟まれた地区。

自由広場として極力施設整備を避けつつ、野草
等の植生を主体とする準自然地区。

自然地区自然地区野草広場地区野草広場地区

自転車道自転車道 遊歩道遊歩道

施設広場地区施設広場地区

管理用道路

＜基本計画におけるゾーニング模式図＞

◆河畔地区

「河畔」とは一般的に「河のほとり」という意味です。淀川河

川公園では、主に高規格堤防上の区域を指し、高規格堤防の整備
と一体となって公園の整備を行っていくこととしていす。整備さ
れた河畔地区は、まちと淀川をつなぐ大きな役割を果たしていま
す。
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◆ユニバーサルデザイン

年齢や性別、ハンディキャップの有無に係わらず、すべての人
の利用を可能とするために都市や生活環境をあらかじめ計画する、
という考え方に基づき、製品、建物、空間等をデザインすること
をいいます。

◆河川管理

河川管理は、次の三つの目的を達成するために行っています。
1)洪水、高潮等による災害発生を防止するための堤防や護岸の
設置、災害を誘発する恐れのある行為の規制、さらに災害を
軽減するための洪水時の水防活動など。

2)上水道、かんがい、発電等のための河川水の利用、河川内の
公園などの土地利用及び砂利採取などに係る適正な河川利用
を確保するための許認可及びその監督。

3)良好な水質や生態系の保全、良好な景観など河川が本来有す
る機能を確保するための調査や監視、維持。
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◆砂河川

川の上流側、山に近いところでは川底の傾きがきつく、水の流
れは急で、川底にある石の大きさは人よりも大きいことがありま
す。川の下流側、海に近いところでは川底の傾きはほとんどなく、
水の流れは緩く、川底には石よりも砂や泥が多くなります。
普通なら上流から下流に向かってだんだん川底の石の大きさが
小さくなっていくはずですが、川の中では中流で川底が砂ばかり
のところがあります。そういう川を砂河川といいます。
砂河川では、砂が上流から流れてくることと、砂が下流に流さ
れること、その場所で砂が貯まることとがそれぞれ釣り合って、
いつもその場所に砂がたまっている状態になっています。

砂河川の例：

川の中の白く見える部分が砂を多く含んでいる部分。
砂州になっている。

◆魚道

川で生まれ海へ降り再び川へ遡るアユやサケ、テナガエビや、
海で生まれ川へ遡り、産卵のために再び海へ降るウナギやモクズ
ガニ等、このように、海と川を往き来する生物が多くいます。ま
た一生を川で過ごす生物でも、季節や成長に応じて川の上流や下
流へと移動しています。しかし、この川の途中に堰やダムなどの
構造物が造られると、この通り道は遮断されたり、通りにくいも
のになります。
そこで、このような構造物に特別な水路や装置を設けて、往き
来できるように造られた通り道が「魚道」です。以前は遊泳力の
ある魚しか通れない魚道が多かったのですが、現在では、様々な
魚類等に配慮した形式の魚道、より自然の河川の姿に近い形式の
魚道が開発されて、河川の生態系保全に大きな役割を果たしてい
ます。

遡上するアユ

階段式魚道

せせらぎ型魚道
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◆湛水域ワンド

淀川大堰上流は、水が堰き止められて水面に殆ど傾きがありま
せん。堰き止められて出来たこの部分は湛水域といいます。
この水域は淀川大堰があることで水位が保たれていますので、
淀川大堰を動かして水位を変えると当然ながら湛水域全部の水位
が変わります。淀川大堰を動かして水位が変わるところにあるワ
ンドを、ここでは湛水域ワンドと言っています。ちなみに淀川大
堰の湛水域は枚方大橋付近（枚方市～高槻市）まであると考えら
れています。

水源の水位・水量の減少を抑制するため、別の水源からの流水
に振り替えることです。

水源

◆振替水量
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◆水物質循環機構

水と水に溶け込むなどして運ばれる物質の循環のしくみのこと
です。
海水が蒸発し雲となり陸地に雨を降らせ、雨水が大地にしみ込
み、地下水や河川水になって流れ、さまざまな形で人々に利用さ
れて、再び海に戻る水とその水に運ばれる物質の循環のことです
が、特に都市域では自然が本来持っているこの循環の経路が道路
の舗装や開発および上水道や下水道などの影響を大きく受けてお
り、自然系だけではなく人工系も含めた循環のしくみとして捉え
られます。

◆アクションプログラム

アクションプログラムとは、実行に移すための具体的な計画を
意味します。
ここでのアクションプログラムとは、水質管理を強化するため
の具体的計画のことです。例えば平常時における監視地点、監視
項目の計画、油や化学物質等の流出事故が起こった場合の関係機
関連携での対応計画などが考えられます。
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◆総負荷量削減

負荷量とは排出される汚濁物質量をいい、河川においては主と
してBOD、COD、SS、窒素、リンの1日や1年当たりの量（kg/日、
t/年）で表されることが多く、濃度と流量を掛け合わせて求めま
す。
総負荷量削減とは、河川水質における濃度規制のみでは河川、
沿岸海域に与える影響の評価が困難であることから、負荷量の総
和について削減していくことをいいます。

◆深層曝気施設

ダム貯水池の水質改善のために深層部の溶存酸素を増加させる
施設です。
深層曝気施設は、深層部に溶存酸素を供給することにより、貧
酸素状態を解消することを直接の目的とします。
貧酸素状態を解消することにより、底泥からの栄養塩類の溶出
や硫化水素の発生による植物プランクトンの増殖およびダム下流
（周辺）での異臭障害を抑制することができます。
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◆河川情報表示板

河川の水位、水質などの情報を光ファイバー等を用いて、住民
に知ってもらうための情報板のことです。

◆地域防災計画

災害対策基本法に基づいており、住民の生命、財産を災害か
ら守るため、地域内の防災関係機関を網羅して、総合的かつ計
画的な防災体制を確立し、防災活動の効果的な実施を図るため
に、府県・市町村がつくる計画をいいます。

その内容は主に、災害の未然防止、拡大の防止および災害か
らの復旧に関する計画が示されています。

地域防災計画【災害対策基本法第４０条】

【府県】

防 災 会 議

地域防災計画【災害対策基本法第４２条】

【市町村】

防 災 会 議
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◆光ファイバ－

石英ガラスを繊維状に細長くしたもので光通信に使われる光に
よって情報を伝達するケーブルのことで、非常に細いケーブルの
中を光が通ることで信号を伝えています。

ＣＣＴＶなどの河川管理施設等と接続することにより、画像な
どの情報の収集をスムーズに行うことができます。

外部の機器に影響を与えることがないため、極めて高品質な通
信が可能です。

◆水防警報

水防法に定められており、あらかじめ指定した河川において、
洪水又は高潮によって災害が起こるおそれがあるとき、河川管理
者*が自治体に対して、水防を行う必要がある旨を警告するため
の情報のことをいいます。

水防事務組合【水防活動指示】

水防活動

自 治 体【水防警報発表】
水文情報

洪水画像

【河川情報】

【河川管理者】
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◆洪水予報

水防法に定められており、あらかじめ指定した河川において、
洪水が発生するおそれがある場合に、気象台と河川管理者*が
共同して洪水に関する情報を発表します。この予報は、水防団、
関係行政機関及び放送機関、新聞社等の協力を得て、地域住民
の方々へお知らせします。

自 治 体

気象情報

住 民関係機関【洪水予報共同発表】

報 道 機 関

【洪水予報周知】

水文情報

洪水画像

【河川情報】

【河川管理者】

【気象台】

◆防災ステーション

防災ステ－ションとは、洪水時において円滑かつ効率的に河川
管理施設（主に堤防などの施設）の保全活動や災害時の緊急復旧
活動を実施するための拠点をいいます。
河川管理者の行う水防活動のための、備蓄資機材の置き場・ヘ
リポ－ト・車両交換場所等の拠点整備と、市町村等が水防活動を
円滑に行う拠点としての水防センターを一体的に整備したものを
総称して防災ステーションと呼びます。また、日常時には市町村
等が地域活動やレクリエ－ション活動の場として使用します。

堤防

防災ステーション

川側

加古川の防災ステーション
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◆浸透施設

土中に雨水を分散浸透させる施設のことです。
浸透ます、道路浸透ます、浸透トレンチ、浸透側溝、透水性
（平板）舗装、浸透池等を総称し浸透施設と呼んでいます。

水
イ
ン

ロ
キ
グ

透
水
性
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
キ
ン
グ

ブ
ッ
ク
舗
装

ブ
ロ
ッ
ク
舗
装

透水性舗装透水性舗装

性透水性雨水桝

路道路浸透桝

透

平
舗

透
水
性
平
板
舗
装

ト浸透トレンチ

◆地下貯留施設

森林や台地などは降った雨を地面にしみ込ませ、水田地帯は雨
や洪水の自然のたまり場として河川の洪水を少なくするという大
きな役割を持っています。しかし、都市への人口・産業・資産の
集中や流域における宅地開発によりアスファルトやコンクリート
に覆われた街となり、森林や水田・ため池などの保水機能・遊水
機能が大幅に低下し、雨が降ってから短時間で洪水が起こるよう
になりました。
この問題の対策としての対策地下貯留施設は、雨水を一時的に
地下トンネル等に貯留する施設であり、一気に川などへ雨水が流
れ出ることを防ぐことが出来ます。
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◆川らしい自然環境

治水、利水や利用を目的としたこれまでの河川整備により、瀬
や淵、水陸移行帯、変化に富んだ河原が減少し、出水時には冠水
して水流に洗われていた区域の面積が減少しました。
その結果、生物の生息・生育環境や景観に変化をもたらしまし
たが、これに対し、河川が本来有しているべき河川環境を指しま
す。

◆維持修繕

堤防や施設の目的を達成するための機能を確保するため、除草
や点検、巡視を行うことを「維持」といい、補修の必要な河川管
理施設等を修復することを「修繕」といいます。なお、「維時修
繕」とは、良好な河川管理を実現するため、施設の維持管理や修
繕を実施し、適正に保つことです。
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◆礫

直径2mm以上の岩石の破片のことで、風化・侵食により生じま
す。
丸さにより円礫・亜円礫・角礫に分けることができます。また、
粒子の大きさにより巨礫・大礫・中礫・小礫にわけます。

◆樋門施設

住家や農地など堤内側の排水または用水の取水のために、堤防
の堤体内に暗渠を挿入して設けられる施設で、堤防の機能を有し
ているものを言います。洪水防御・用水取り入れ・排水など必要
に応じて開閉するために門扉を設けています。
なお一般に、通水断面の小さいものを樋管、大きいものを樋門
という説や形状（円形のものを樋管）で分けるという説がありま
す。

樋 門
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◆施設利用計画

ある目的のために設けた建物などの設備について、どのように
利用するのかということを考えた方法、手順などの内容のことで
す。
なお、河川においては、遊休化した施設が老朽化して、治水上
の支障物件となる場合があり、工作物の管理者（所有者）に今後
の利用計画等を十分聞き取り、不要であると判断出来るのならば、
撤去等を求める必要があります。

◆改善指導

ここでいう改善指導とは、許可工作物が洪水時において、流水
の支障とならないよう河川管理者が工作物管理者（占用者）に対
して、施設の改良に向けて指導することです。
なお、流水に支障をきたしている許可工作物については、施設
の更新時、改築時に河川管理施設等構造令等諸法令に適合する構
造とするよう河川管理者より指導しています。
一方、許可条件に違反している場合には、河川法77条に基づく
指示書や同75条に基づく監督処分を行うことがあります。
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◆散策路整備

琵琶湖河川事務所が瀬田川において、水辺に親しみ、河川利用
拠点間を安全・快適に移動できる施設として整備しているもので
す。

散策路の整備状況

◆集中管理体制

樋門・ポンプ場等の河川管理施設が設置されるにともない、そ
れらの操作員の人員確保が必要となってきます。また、洪水時、
特に夜間等の厳しい現場状況下での作業については困難であり、
危険をともないます。こういった状況を解決するために、各管理
施設を光ファイバーで結び、センターで集中管理・操作を行う体
制です。これにより、より迅速で安全な管理を行うことができ、
人員についても少数で対応可能となります。

上野遊水池の集中管理室とポンプ場
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◆砂利採取規制計画

砂利等の採取に関し河川管理上規制が必要と認められる河川に
ついて、河川管理者*自らが当該河川の状況、河川管理施設*や許
可工作物、河床の変動、河川の利水状況や地域における砂利等の
需給の実態等を総合的に考慮して定めるものであり、次に示す事
項を定めています。

①対象区間
②規制の方針
③採取禁止区域等
④砂利採取可能量
⑤年次別計画
⑥その他必要な事項
なお、この砂利採取規制計画は５年毎に見直すこととしていま
す。

◆塵芥処理（じんかいしょり）

ちり、あくた、ゴミを塵芥、ちり、ほこり、ゴミを塵埃（じん
あい）といい、これらをさばいて始末をつけることを処理といい
ます。
なお、河川においての塵埃処理作業は、不法投棄されたテレビ
等の家電製品や、ペットボトルや紙くずの、衣類、家具等の一般
廃棄物、建設廃材等の産業廃棄物等を収集して処分することをい
います。

木津川上流における塵芥処理
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◆管内空間監視用カメラ（ＣＣＴＶ）

視覚情報をカメラを用い映像データとして監視地点まで伝送し
表示する設備をＣＣＴＶ設備といいます。
近畿管内のダムや河川を管理するため、ＣＣＴＶ映像で現地状況
を常時監視することにより、さらに円滑な管理を行うことができ
ます。

映像による監視を目的とした ＣＣＴＶカメラ
（Closed Circuit Televisionの略）

◆河川愛護活動

河川愛護活動とは住民や住民団体による流域全体の良好な河川
環境の保全・再生への取り組みを積極的に推進するとともに、国
民の愛護意識を醸成することを目的に行う活動を言います。
国土交通省では、毎年7月を「河川愛護月間」と定め河川愛護
活動を強化しています。具体的には、住民や河川愛護団体等の協
力を得て下記のような活動を実施しています。
・河川清掃などの河川美化活動
・河川の安全利用のための啓発活動
・川とのふれあい体験
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◆異臭味障害

水道水の臭味（臭気および味）が異常な場合を言います。上水
関係で問題になっているのがカビ臭で、その原因物質としてジオ
スミンと2-メチルイソボルネオールが一般的に知られています。
浄水処理でも完全な脱臭は困難であり、これらの物質は、土中の
放線菌や、藍藻類のうちフォルミディウム属などに属する、ある
種のプランクトンや付着藻類によって生産されます。

◆一級水系（１０９水系）

国土保全上または国民経済上特に重要な水系で、政令で指定さ
れたものをいいます。一級水系の管理は基本的に国土交通大臣が
直接行います。
一級水系は現在、全国で109水系あり、淀川水系はこのうちの1
つで、流域面積では全国で7番目の広さです。

淀川
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◆確保流量

河川の生態系や景観の維持および塩害防止等の本来河川が持っ
ている機能を正常に維持するために必要な流量と既に水道水や農
業用水等の取水のために確保している流量を合計した流量のこと
を確保流量といいます。

◆河川管理施設等構造令

河川法第13条（河川管理施設等の構造の基準）第2項で、河川
管理施設や許可工作物を設置する際にダムや堤防等主要なものの
構造について河川管理上必要とされる技術的基準は政令で定める
となっています。
この政令を河川管理施設等構造令といいます。
昭和51年7月に制定され、その後、技術向上等により随時改正
されており、最終改正は平成12年6月です。
なお、この河川管理施設等構造令には堤防の天端幅や余裕高、
橋脚間の距離等が示されています。
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◆基本高水流量（きほんこうすいりゅうりょう）

基本高水は、洪水を防ぐための計画で基準とする洪水のハイド
ログラフ（流量が時間的に変化する様子を表したグラフ）です。
この基本高水は、人工的な施設（ダムや遊水池等）で洪水調節が
行われていない状態で、言いかえるなら流域に降った計画規模の
降雨がそのまま河川に流れ出た場合の河川流量を表現しています。
基本高水流量は、このグラフに示される最大流量から決定された
流量の値です。

ダムによる洪水調節

基本高水流量を河道（河川）が受け持つ流量と、ダムや遊水池
による洪水調節（ダムや遊水池の貯留）で受け持つ流量に配分し
たものの内、河道が受け持つ流量で治水の計画の基礎となります。

◆計画高水流量（けいかくこうすいりゅうりょう）
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◆水源地域ビジョン

「水源地域ビジョン」とは、水源地域の自治体、住民等がダ
ム管理者（事業者）と共同で策定主体となり、ダムを活かした水
源地域の自立的・持続的な活性化を図り流域内の連携と交流によ
るバランスのとれた流域圏の発展を図ることを目的に、下流の自
治体や関係行政機関等に協力を求めながら有識者等を交えた組織
を設置し策定するものです。
管理ダムについては、おおむね5年以内、建設中ダムについて
は管理移行するまでに順次策定していく予定です。

◆貯留

ダムや遊水地などの施設に水を貯めることを貯留と言います。
洪水時などにダムに水を貯める場合や遊水地に水を貯める場合など
に使用します。
同様に、湛水も水を貯めることですが、特にダムに関して使用され、
水が貯まっている状態や範囲を表現する言葉として多く使用されてい
ます。
例 湛水面積
湛水区域
試験湛水
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◆土（ど）かぶり

地下に存在する構造物の上面から地表面までの土砂の厚さを言
います。

土かぶり

地下構造物

ど

地表面

◆富栄養湖

湖沼やダム貯水池において、栄養塩類(リン，窒素など)の濃度
が高くなることを富栄養化といいます。
富栄養湖とは、富栄養化した湖沼のことであり、栄養塩濃度の
目安は全リンにして0.02mg/l程度，全窒素にして0.15mg/l程度※

です。
富栄養湖では、生態系の一次生産者である植物プランクトンが
異常に増殖し、上水道の取水やレジャーに悪影響を与えるととも
に、有機物の増大により魚類等のへい死や魚種の変化を引き起こ
すことになります。
※「湖沼工学」岩佐義朗編著，山海堂
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◆防潮水門

河川の中・下流部に水門*を設置して高潮をせき止め、それよ
り上流へは高潮を遡上させないようにするための構造物です。防
潮水門を閉めている間、河川の水を下流に排水するために排水機
場を合わせて設置しているものもあります。

防潮水門

◆流水の正常な機能の維持

本来河川が持っている機能（既得用水等の安定取水、舟運、漁業、
観光、塩害防止、河口閉塞の防止、河川管理施設の保護、地下水の
維持、動植物の保護、流水の清潔の維持）を正常に維持するために、
渇水時においてもダム等からの流水の補給を行い、これらの機能の
維持を図ります。
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◆ろ過障害

植物プランクトンの中でも比較的大型の珪藻類が、浄水場のろ
過設備に目詰まりをおこし、ろ過機能に障害がでることを言いま
す。シネドラ、フラジラリア、メロシラ、アステリオネラなどが
目詰まりさせる代表的なプランクトン種です。
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